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○佐野市再開発住宅条例施行規則 

平成17年２月28日規則第195号 

改正 

平成19年６月18日規則第56号 

平成19年12月21日規則第78号 

平成21年３月26日規則第17号 

平成25年３月22日規則第15号 

平成26年３月31日規則第22号 

令和２年３月25日規則第15号 

令和３年６月29日規則第26号 

佐野市再開発住宅条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐野市再開発住宅条例（平成17年佐野市条例第214号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（入居の申込み） 

第２条 条例第５条の規定による再開発住宅入居の申込みは、再開発住宅入居申込書（別記様式第１

号）によるものとする。 

２ 市長は、前項の申込書のほかに、次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。 

(１) 入居の申込みをしようとする者及び当該入居の申込みをしようとする者と同居し、又は同居

しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他婚姻の

予約者を含む。以下「同居人」という。）に係る住民票 

(２) 本人及び同居人の所得額を証する書類 

(３) 本人及び同居人の市税（市外居住者の場合は、当該市町村税。以下同じ。）の納税証明書 

(４) これから結婚同居する者にあっては、婚約を証する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（入居の許可） 

第３条 条例第６条の規定により決定した入居者に対しては、再開発住宅入居許可書（別記様式第２

号）を交付する。 

（入居の手続） 

第４条 条例第７条第１項の規定による入居証書は、再開発住宅入居証書（別記様式第３号）による。 

２ 前項の入居証書には、連帯保証人の印鑑証明書、所得額を証する書類、市税の納税証明書を添付

しなければならない。 

３ 再開発住宅の入居許可を受けた者が、やむを得ない事由により条例第７条第１項の規定に定める

期間内に前項の手続ができないと認められるときは、入居者の手続可能な日までとする。ただし、

その手続の期間は、入居を許可された日から20日以内とする。 

（連帯保証人の変更） 

第５条 条例第８条第２項の規定による連帯保証人変更承認の申請は、再開発住宅連帯保証人変更承

認申請書（別記様式第４号）による。 
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（同居承認の申請） 

第６条 条例第９条の規定による同居承認の申請は、再開発住宅同居承認申請書（別記様式第５号）

による。 

（入居承継承認の申請） 

第７条 条例第10条第１項の規定による入居承継承認の申請は、再開発住宅入居承継承認申請書（別

記様式第６号）による。 

（家賃の減免及び徴収猶予） 

第８条 条例第12条により家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、再開発住宅

家賃減免（徴収猶予）申請書（別記様式第７号）により申請しなければならない。 

（家賃等の納付方法） 

第９条 再開発住宅の家賃、専用駐車場の使用料及び共益費は、納入通知書又は口座振替の方法によ

り佐野市指定金融機関又は佐野市収納代理金融機関に納付しなければならない。 

（使用しないときの届出） 

第10条 条例第19条の規定により入居者が引き続き15日以上再開発住宅を使用しないときは、再開発

住宅不在届（別記様式第８号）を提出しなければならない。 

（用途一部変更承認の申請） 

第11条 条例第21条ただし書の規定による再開発住宅の用途併用の承認は、入居者の居住上特に必要

と認められるもので、近隣の妨害となり、又は住宅等を汚損するおそれがない場合に限るものとし、

その承認の申請は、再開発住宅用途一部変更承認申請書（別記様式第９号）による。 

（増築等工事承認の申請） 

第12条 条例第22条第１項ただし書の規定による増築等工事承認の申請は、再開発住宅増築等工事承

認申請書（別記様式第10号）によるものとし、その承認基準は、市営住宅増築等承認基準を準用す

る。 

（収入の申告等） 

第13条 条例第23条第１項の規定による収入に関する申告は、再開発住宅収入申告書（別記様式第11

号）により、毎年７月末日までに行う。 

２ 条例第23条第３項の規定による収入額の認定の通知は、再開発住宅入居者収入認定通知書（別記

様式第12号）による。 

３ 条例第23条第４項の規定による収入認定に関する意見の申出は、再開発住宅入居者収入認定（更

正）に対する意見申出書（別記様式第13号）により行う。 

４ 条例第23条第４項の規定による認定の更正は、再開発住宅入居者収入認定更正通知書（別記様式

第14号）により行い、申出に対する却下は、再開発住宅入居者収入認定に対する意見申出却下通知

書（別記様式第15号）による。 

（収入超過者及び高額所得者の認定通知） 

第14条 条例第24条の規定による認定通知は、再開発住宅入居収入超過者認定通知書（別記様式第16

号）及び再開発住宅入居高額所得者認定通知書（別記様式第17号）による。 

（入居者世帯人員の異動） 

第15条 入居者中、出生、死亡その他の事由により世帯人員に異動のあったときは、その都度、再開

発住宅世帯人員異動届（別記様式第18号）を提出し承認を受けなければならない。 
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（明渡しの手続） 

第16条 条例第29条に規定する再開発住宅明渡しの届出は、再開発住宅（専用駐車場）返還届（別記

様式第19号）による。 

（佐野市営住宅条例施行規則の準用） 

第17条 条例第７条第２項及び条例第31条の規定により佐野市営住宅条例（平成17年佐野市条例第213

号）の例によることとされる場合においては、この規則に定めるもののほか、佐野市営住宅条例施

行規則（平成17年佐野市規則第193号）の例によるものとする。この場合において、これらの規定中

「佐野市営住宅」とあるのは「再開発住宅」と読み替える。 

（立入検査証） 

第18条 条例第34条第３項に規定する身分を示す証票は、再開発住宅検査員証（別記様式第20号）と

する。 

（その他） 

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年２月28日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐野市再開発住宅条例施行規則（昭和63年佐野市規

則第26号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則（平成19年６月18日規則第56号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年12月21日規則第78号） 

この規則は、平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月26日規則第17号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月22日規則第15号） 

この規則は、平成25年４月１日より施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第22号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月25日規則第15号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月29日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第３条関係） 
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別記様式第３号（第４条関係） 
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別記様式第４号（第５条関係） 
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別記様式第５号（第６条関係） 
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別記様式第６号（第７条関係） 
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別記様式第７号（第８条関係） 
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別記様式第８号（第10条関係） 
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別記様式第９号（第11条関係） 
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別記様式第10号（第12条関係） 
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別記様式第11号（第13条関係） 
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別記様式第12号（第13条関係） 
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別記様式第13号（第13条関係） 
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別記様式第14号（第13条関係） 

 



20 

別記様式第15号（第13条関係） 
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別記様式第16号（第14条関係） 
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別記様式第17号（第14条関係） 
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別記様式第18号（第15条関係） 
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別記様式第19号（第16条関係） 
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別記様式第20号（第18条関係） 

 


